
出産予定日

妊娠11カ月妊娠9カ月妊娠8カ月妊娠7カ月妊娠6カ月妊娠5カ月妊娠4カ月妊娠3カ月妊娠2カ月妊娠1カ月 妊娠10カ月

妊娠週数は、最終月経日第1日目より満で数えます

＜妊産婦＞時間外労働、休日労働、深夜業の制限【労基法66条】

＜妊婦＞軽易業務への転換【労基法65条3項】

＜女性＞危険有害業務の就業制限【労基法64条の3】

妊
娠
判
明

出産予定日

産休や育休の開始日の計算にあたっては、厚生労働省委託事業のこちら↓のサイトをご活用ください。

安定期 臨月

出産予定日は、
妊娠40週の開始日です。

出産予定日含め6週間
（双子以上の場合は14週間）

（双子以上の場合）

（双子以上の場合） ＜産休中＞
出産手当金

産前休業
【労基法65条1項】

6週間
は14週間

（双子以上の場合）

（双子以上の

社会保険料の免除
（無給の場合は、雇用・労災保険料は発生せず）

＜出産時＞
出産育児一時金

月 日

産前休業
開始日

月 日

場合）
出産予定日

月 日https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/

ご自身の予定日を記入してみましょう！予定日

厚生労働省
委 託 事 業
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月

＜妊産婦＞母性健康管理措置【均等法12条、13条】※母健措置で休業となった場合、傷病手当金の支給対象となる可能性があります

ママが対象の制度
パパ・ママが対象の制度
給付金など

ママ
パパ ママ
給付金

「妊娠・出産・育児」年表　妊娠中


